
組合員（本人）が月内に通院した場合組合員（本人）が月内に通院した場合

Ａ病院

Ｂ外科

Ｃ歯科

Ｄ薬局

１回目

患者窓口負担

2,000 円

１回目

患者窓口負担

2,000 円

１回目

患者窓口負担

2,000 円

１回目

患者窓口負担

2,000 円

１回目

患者窓口負担

2,000 円

２回目

患者窓口負担

3,000 円

２回目

患者窓口負担

2,000 円

月内合計

5,000 円

月内合計

3,000 円

月内合計

4,000 円

月内合計

5,000 円

月内合計

4,000 円

控除分

3,000 円

控除分

3,000 円

控除分

3,000 円

控除分

3,000 円

控除分

3,000 円

払戻金

2,000 円

払戻金

2,000 円

払戻金

　　0円

払戻金

　　0円

払戻金

1,000 円

払戻金

1,000 円

払戻金

2,000 円

払戻金

2,000 円

払戻金

1,000 円

払戻金

1,000 円

〒郵便局〒郵便局

〒

〒

２回目

患者窓口負担

1,000 円

＋＋

２回目

患者窓口負担

2,000 円
＋＋

＋＋

＋＋

２回目

患者窓口負担

3,000 円
＋＋

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

--

--

--

--

--

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

＝＝

＋＋

＋＋

＋＋

↓↓

＋＋

合計

6,000 円を

払い戻します。

合計

6,000 円を

払い戻します。

Ａ
病
院
分

Ｂ
外
科
分

組合員・家族が月内に入院した場合組合員・家族が月内に入院した場合

患者窓口負担

10 万円

〒郵便局〒郵便局

〒

〒

10 万円を

払い戻します。

10 万円を

払い戻します。

差額ベッド・食事代・等の自己負担分は含みません。

↓↓

2009 年４月からの

受診月の３ヶ月後（例：４月受診ならば７月）の支払日にあわせて、
支給決定通知をみなさんのご自宅に郵送します。
払戻金は、「郵便貯金口座」に自動的に振り込みます。

一部負担金払戻金のしくみ

お問い合わせ

神奈川土建茅ヶ崎寒川支部

〒253-0111
高座郡寒川町一之宮 3-38-16-201
電話 0467-72-2414
FAX0467-72-2423
info@kanagawadoken.com 


